
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八戸ポータルミュージアムご利用案内 

 

１． 使用者登録受付開始日 ： 平成 22 年 9 月 1日（水）～ 

２． 各受付期間： 23 年 2 月（開館月）はｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ特別事業で使用のため施設の貸し出しは行いません。

23 年 3～8月の期間に使用する場合は、22 年 9月 21 日に仮予約の受付を開始し、22 年

10 月 1 日から使用許可申請書の受付を開始します。23 年 9月以降の使用については、

下表のとおり 1ヶ月毎に順次受付を開始します。※開館後は休館日以外は受付します。

 施設を使用したい日 仮予約受付期間 抽選日 使用許可申請書受付日

23 年 3 月 1 日～8 月 31 日 22 年 9 月 21 日～29 日 22 年 9 月 30 日 2 2 年 1 0 月 1 日～

23 年 9 月 1 日～30 日 22 年 10 月 20 日～29 日 22 年 10 月 30 日 2 2 年 1 1 月 1 日～

23 年 10 月 1 日～31 日 22 年 11 月 22 日～29 日 22 年 11 月 30 日 2 2 年 1 2 月 1 日～

23 年 11 月 1 日～30 日 22 年 12 月 20 日～28 日 22 年 12 月 29 日 2 3 年 1 月 4 日 ～

23 年 12 月 1 日～30 日 23 年 1 月 20 日～28 日 23 年 1 月 31 日 2 3 年 2 月 1 日 ～

24 年 1 月 2 日～31 日 23 年 2 月 20 日～27 日 23 年 2 月 28 日 2 3 年 3 月 1 日 ～

24 年 2 月 1 日～29 日 23 年 3 月 20 日～30 日 23 年 3 月 31 日 2 3 年 4 月 1 日 ～

 

＜お知らせ：22 年度の仮予約受付期間＞ 
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❏開館時間  

 
 
 

❏休館日 毎月第 2火曜日（休日の場合その翌日）・1月 1日及び 12 月 31 日 

     ※こどもはっちは上記の他、毎週水曜日（休日の場合その翌日）・12 月 29 日及

び 12 月 30 日 

 
 
主な貸出施設一覧は以下のとおりです。 

ﾌﾛｱ 
貸出 

施設 

使用

例 
施設仕様 付帯設備 

面積

(㎡)

1F 

ｼ ｱ ﾀ ｰ

１ 

各種ｲ

ﾍﾞﾝﾄ 

会議 

展示 

天井高 3.5m。音響装置、

鏡などを備えます。120

席程度収容可。窓を全開

にした場合、番町ｽｸｴｱ

と一体的な使用ができ

ます。 

○ 舞台設備 

演台 1台／平台（909×1818）16 台 

○ 吊り物 

美術ﾊﾞﾄﾝ 2 本 

○ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 30ｍ 

○ 音響設備 

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 2 台／ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ 6 台／

MD・CD ﾃﾞｯｷ 1 台／BD・DVD ﾃﾞｯｷ 1 台／

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台／ﾏｲｸ 

○ 照明設備 

500ｗﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（ﾌﾚﾝﾈﾙ）8 台／500

ｗﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（平凸ﾚﾝｽﾞ）8 台／750

ｗｴﾘﾌﾟｿｲﾀﾞﾙｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 4 台 

○ 映写設備 

電動式ｽｸﾘｰﾝ（200 ｲﾝﾁ）／固定式ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾀｰ 

126 

は っ

ち ひ

ろば 

各種ｲ

ﾍﾞﾝﾄ 

大通りに面した 3 階吹

き抜けの開放的なﾎｰﾙで

す。1階の大通りに面し

○ 共通付帯設備、ｼｱﾀｰ１の舞台設備を共

用 179 

ﾌﾛｱ 貸出施設 ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ ﾃﾅﾝﾄ その他 

5F 
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ A～E 

共同ｽﾀｼﾞｵ A～C 共同ｷｯﾁﾝ 
  

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 

工作ｽﾀｼﾞｵ 

4F 食のｽﾀｼﾞｵ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 4 
ものづくりｽﾀ

ｼﾞｵ 1～6 
事務室 

こどもは

っち 

3F 

音のｽﾀｼﾞｵ 

調整室 

映写室 

ｷﾞｬﾗﾘｰ 3 

和のｽﾀｼﾞｵ 

八庵 

観光展示 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 3 

食のものづく

りｽﾀｼﾞｵ 3･4 
 

2F 
ｼｱﾀｰ 2 ｼｬﾜｰ室 

楽屋 1･2 
ｷﾞｬﾗﾘｰ 2 

観光展示 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 2 

食のものづく

りｽﾀｼﾞｵ 1･2 

1F ｼｱﾀｰ 1 
はっちひろば 

ｷﾞｬﾗﾘｰ 1 

観光展示 

ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ 
ｶﾌｪ ｼｮｯﾌﾟ

放送ｽﾀｼﾞｵ 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 
管理室 

外部 番町ｽｸｴｱ    

9～翌日の 9時（24 時間）   9～24 時（15 時間）   9～21 時（12 時間） 

 9 時 30 分～21 時（11 時間 30 分）    9 時 30 分～16 時（6時間 30 分） 

１．開館時間及び休館日 

２．貸出施設 

Ⅰ はっちの施設について 
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た 6m のｶﾞﾗｽ戸は開閉で

きますので大きな物の

搬入が可能。舞台や椅子

を設置した商業的なｲﾍﾞ

ﾝﾄにも適しています。 

ｷﾞｬﾗﾘ

ｰ 1 

展示 

会議 

普段は観光展示屋台 8

台（移動可）を設置。天

井高 3.3m。 

○ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 13ｍ／ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 

○ 観光展示屋台の裏面に展示用ﾌｯｸを設

置してありますのでご使用できます。 

65 

2F 

ｼ ｱ ﾀ ｰ

2 

各種ｲ

ﾍﾞﾝﾄ 

会議 

展示 

天井高 6.5m。防音機能

を持つ 120 席程度収容

可能なﾎｰﾙです。映写室

を使用した場合、映画の

上映も可能。他に楽屋・

ｼｬﾜｰ室有。 

※楽屋・ｼｬﾜｰ室・映写室

のみの貸出は行いませ

ん。 

○ 舞台設備 

演台 1台／平台（909×1818）30 台／指

揮台 1台／譜面台 15 台 

○ 吊り物 

美術ﾊﾞﾄﾝ 3 本／照明ﾊﾞﾄﾝ 3 本 

○ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 10ｍ 

○ 音響設備 

ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶｰ 2 台／ｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ 1 台／跳

ね返りｽﾋﾟｰｶｰ 2台／ﾘｱｽﾋﾟｰｶｰ 2台／ｻﾌﾞ

ｳｰﾊｰ 2 台／ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ 6 台／MD・CD

ﾃﾞｯｷ 1 台／BD・DVD ﾃﾞｯｷ 1 台／ﾀﾞﾌﾞﾙｶｾ

ｯﾄﾃﾞｯｷ 1 台／ﾏｲｸ 

○ 照明設備 

500ｗﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（ﾌﾚﾝﾈﾙ）8 台／1000

ｗﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（ﾌﾚﾝﾈﾙ）4 台／500ｗ

ﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（平凸ﾚﾝｽﾞ）8 台／1000

ｗﾊﾛｹﾞﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（平凸ﾚﾝｽﾞ）4 台／750

ｗｴﾘﾌﾟｿｲﾀﾞﾙｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 4 台 

○ 映写設備 

電動式ｽｸﾘｰﾝ（200 ｲﾝﾁ）／固定式ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾀｰ 

○ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ 1 台 

141 

ｷﾞｬﾗﾘ

ｰ 2 

展示 

会議 

天井高 3.3m。 ○ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 25ｍ／ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 
37 

3F 

音のｽ

ﾀｼﾞｵ 
演奏 

演奏ができる防音室で

す。 

○ ﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ１式／ｷﾞﾀｰｱﾝﾌﾟ 1台／ﾍﾞｰｽｱﾝﾌﾟ

1 台／ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 台／ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ 1

台／ﾏｲｸ 

18 

調 整

室 
編集 

音楽・音声・映像の編集

ができます。 

○ 録音機器１式 

○ 映像編集機器１式 9 

ｷﾞｬﾗﾘ

ｰ 3 

展示 

会議 

天井高 3.3m。 ○ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 29ｍ／ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ  
44 

和のｽ

ﾀｼﾞｵ 

茶会 

会議 

展示 

床の間や炉を備えた 32

畳の和室です。ﾌﾛｱを客

席に見立て、和室を舞台

○ 座布団 40 枚／座卓 8台 

52 
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とした発表会などの使

用も可。４つに分割使用

も可能。 

八庵 
会議 

展示 

堀ごたつのある和の空

間。和のｽﾀｼﾞｵと渡り廊

下でつなげた使用も可

能。 

○ 座布団 12 枚／掘ごたつ式座卓 2台 

22 

4F 
食のｽ

ﾀｼﾞｵ 

料理 

教室 

調理器具・調理台が備わ

った調理室。調理の様子

を映すｶﾒﾗとﾓﾆﾀを設置。

○ 調理台（調理台＋1 層ｼﾝｸ＋IH ｺﾝﾛ（2

口））2台／卓上型ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 1

台／冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ１台／冷凍ｺｰﾙﾄﾞﾃ

ｰﾌﾞﾙ 1 台／乾燥機付きまな板殺菌庫 1

台／食器洗浄器 1 台／炊飯器 1 台／ｵｰ

ﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 台／ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ 1 台／食器

類１式/6 人掛け椅子ﾃｰﾌﾞﾙ 2 ｾｯﾄ 

5F 

ﾚｼﾞﾃﾞ

ﾝｽ 
会議 

24 時間使用可能な市民

の活動拠点として 5 室

あります。但し、年間の

或る一定期間はｱｰﾃｨｽﾄ 

ｲﾝ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽとして使用

しますので、その期間は

貸出しません。 

○ 共同ｽﾀｼﾞｵの付帯設備を共用 

A：46

B：42

C：42

D：42

E：46

共同ｽ

ﾀｼﾞｵ 

会議 

展示 

24 時間使用可能な会議

及び作業ｽﾍﾟｰｽ。大人数

での作業や展示・ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ等の活動に適してい

ます。3つに分割利用も

可能。 

○ 椅子 60 脚／会議用机（天板 1800×450）

10 台／丸ﾃｰﾌﾞﾙ（φ1200）9 台 

166 

共同ｷ

ｯﾁﾝ 
調理 

簡易な調理器具・調理台

が備わった調理ｽﾍﾟｰｽ。

共同ｽﾀｼﾞｵと合わせた使

用をお勧めします。 

調理台（IH ｺﾝﾛ（3 口）＋ｼﾝｸ）／冷蔵庫 1

台／冷凍庫 1 台／食器類１式 
37 

屋外 
番町ｽ

ｸｴｱ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

番町側のｽﾃｰｼﾞのある多

目的広場。ｼｱﾀｰ 1 とも連

動可能。 

○ 木製ｽﾃｰｼﾞ 

120 

 共通 - どの貸出施設でも使用 ○ 椅子 

ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ 350 脚／床几椅子 50 脚 
- 
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可能な共通付帯設備 ○ 会議用机（天板 1800×450）60 台 

○ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 5 台 

○ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ 3 組 

○ 展示用ﾊﾟﾈﾙ（ｗ900×ｈ2100）42 枚 

○ 移動式音響設備１式（ｽﾋﾟｰｶｰ、CD ﾌﾟﾚｰ

ﾔｰ、MD ﾃﾞｯｷ、ﾏｲｸ） 

○ 移動式鏡（ｗ1760×ｈ1950）5 枚 

○ お茶道具（急須、茶碗等 20 人分）3組 

○ ｻｲﾝ用の案内板・ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 

※ 付帯設備は、開館までに追加、変更になる場合があります。 

※ 付帯設備に係る使用料金は、22 年 12 月末に決定しますので、もうしばらくお待ちください。 

 
 
 
貸出施設の機能に応じて使用料を 1 時間当たり、午前・午後・夜間の基本区分、これら

を足し合わせた複合区分、複数日使用する場合の 4種類となります。以下、ﾌﾛｱ別にご紹介

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

はっちひろば 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

4,500円 6,000円 4,500円 9,500円 9,500円 12,000円

複合区分 

午前午後 午後夜間 夜間深夜 午前夜間 午後深夜 午前深夜

9-17時 13-21時 18-24時 9-21時 13-24時 9-24時 

7,300円 7,300円 5,500円 10,400円 9,700円 11,400円

 

    

基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時

3,500円 4,600円 3,500円

 

ギャラリー1 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

1,600円 2,200円 1,600円 3,400円 3,400円 4,400円 

使用期間が2日以上となる場合 

2日 3日 4日 5日 6日 7日 

8,300円 11,800円 14,800円 17,400円 19,600円 21,300円

シアター１ 

正面入口 

入口 

入口 

入口 

はっちｺｰﾄ 

    

面積 126㎡

収容人員 120席

    

面積 65㎡ 

 

    

面積 179㎡ 

 

シアター１ 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
１ 

はっちひろば 

  

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

3､000円 4､000円 3､000円 6,400円 6,400円 8,100円 

番町スクエア 

    

面積 

120㎡

 

❏1 階平面図・番町ｽｸｴｱ 

 

ｽﾃｰｼﾞ 

駐車場 

遊
歩
道 

※施設の北側に位置する番町ｽｸｴｱ（多目的広場）は宿泊施設等が隣接するため、

夜間区分におけるｽﾋﾟｰｶｰ等の使用には十分な配慮が必要です。事前にご相談く

ださい。 

１．使用料 

管理室 

上り 

下り 

Ⅱ 使用料などについて 
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基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時

4,000円 5,400円 4,000円

 複合区分 

午前午後 午後夜間 夜間深夜 午前夜間 午後深夜 午前深夜

9-17時 13-21時 18-24時 9-21時 13-24時 9-24時 

8,500円 8,500円 6,300円 12,100円 11,200円 13,200円

     

基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時

100円 200円 100円 

 複合区分 

午前午後 午後夜間 夜間深夜 午前夜間 午後深夜 午前深夜

9-17時 13-21時 18-24時 9-21時 13-24時 9-24時 

300円 300円 200円 400円 400円 400円 

     

基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時

500円 700円 500円 

500円 600円 500円 

複合区分 

午前午後 午後夜間 夜間深夜 午前夜間 午後深夜 午前深夜

9-17時 13-21時 18-24時 9-21時 13-24時 9-24時 

1,100円 1,100円 800円 1,600円 1,500円 1,800円

1,000円 1,000円 700円 1,400円 1,300円 1,500円

シアター２ 

 

シャワー室 

※ｼｬﾜｰ室のみの貸し出しは行い

ません。 

楽屋 1･2  

※楽屋のみの貸し出し

は行いません。 

    

楽屋1 

楽屋2 

 

映写室 

※映写室のみの貸し出しは行

いません。

    

基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時

900円 1,200円 900円 

 複合区分 

午前午後 午後夜間 夜間深夜 午前夜間 午後深夜 午前深夜

9-17時 13-21時 18-24時 9-21時 13-24時 9-24時 

1,900円 1,900円 1,500円 2,800円 2,600円 3,000円

     

1時間当たり 9-24時 

200円 2,300円

100円 1,000円

音のスタジオ  

音のｽﾀｼﾞｵ 

調整室 

・調整室

ギャラリー３ 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

1,200円 1,600円 1,200円 2,500円 2,500円 3,100円

使用期間が2日以上となる場合 

2日 3日 4日 5日 6日 7日 

6,000円 8,500円 10,700円 12,600円 14,100円 15,400円

八庵 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

600円 700円 600円 1,200円 1,200円 1,500円

一の間 

二の間 

三の間 

四の間 

吹抜 

吹抜 

吹抜 

吹抜 

吹抜 

    

面積 141㎡

収容人員 120席

    

面積 3㎡ 

 

    

面積 31㎡ 

 

    

面積 44㎡ 

    

面積 37㎡ 

 

ギャラリー２ 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

1,000円 1,300円 1,000円 2,100円 2,100円 2,700円

使用期間が2日以上となる場合 

2日 3日 4日 5日 6日 7日 

5,100円 7,200円 9,100円 10,700円 12,000円 13,100円

    

面積 52㎡ 

 

    

面積 22㎡

音のｽﾀｼﾞｵ 

調整室 

シアター２ 

楽屋 1 

楽屋 2 

ｷﾞｬﾗﾘｰ２ 

八庵 

ｷﾞｬﾗﾘｰ３ 

和のスタジオ（8畳間×４） 

 ※一の間～四の間の各料金 

基本区分 複合区分 

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 午前夜間

9-12時 13-17時 18-21時 9-17時 13-21時 9-21時 

300円 400円 300円 700円 700円 900円 

映
写
室 

和のｽﾀｼﾞｵ 

    

面積 

18㎡ 

9㎡ 

    

面積 

18㎡ 

17㎡ 

❏3 階平面図 

❏2 階平面図 

上り 

下り 

上り 

下り 
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❏その他 

その他の共用ｽﾍﾟｰｽについては、占用して使用する場合に限り1㎡につき1時間当たり8.4

円の使用料を納付して頂きます。但し、原則として主たる貸出施設を使用するための、連

続する共用ｽﾍﾟｰｽの使用についてのみとします。使用の際は、窓口にご相談ください。 

 
 

使用料金表において使用期間を日単位で定めている場合の1日の使用時間は、9時から

翌日の9時までとします。 

 

吹抜 

面積 
1時間 

当たり 

  

1日 2日 

46㎡ 500円 6,900円 13,100円

42㎡ 400円 6,700円 12,700円

    

A・E 

B・C・D

 

吹抜 工作ｽﾀｼﾞｵ 

A B C D E 

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 

機械室 

 

使用日が1日以上となる場合 

3日 4日 5日 6日 7日 

18,600円 23,500円 27,600円 31,100円 33,800円

18,100円 22,700円 26,800円 30,100円 32,800円

事務室 
食のスタジオ 

 

複合区分 

午前午後 午後夜間 午前夜間 

9-17時 13-21時 9-21時 

3,300円 3,300円 4,200円 

    

面積 53㎡ 

 

面積 
１時間当

たり 
1日 

67㎡ 600円 8,500円

32㎡ 300円 4,000円

共同ｽﾀｼﾞｵ A 

 

共同ｽﾀｼﾞｵ A・C

共同ｽﾀｼﾞｵ B 

共同スタジオ 

   共同キッチン 

1時間当たり 1日 

300円 4,700円 

共同 

    

面積 37㎡ 

レジデンス（5室） ※A～E室の各料金 

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 

❏4 階平面図 

❏5 階平面図 

※A～C室の各料金 

食のスタジオ 

基本区分 

午前 午後 夜間 

9-12時 13-17時 18-21時 

1,600円 2,100円 1,600円 

こどもはっち 

ｽﾀｼﾞｵ B 

共同 
ｷｯﾁﾝ 

２．1日の使用時間について 

共同ｽﾀｼﾞｵ C 

上り 

下り 
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21時以降の深夜区分のｼｱﾀｰ1･2、楽屋、ｼｬﾜｰ室、映写室、音のｽﾀｼﾞｵ、調整室、ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ、

共同ｷｯﾁﾝ、共同ｽﾀｼﾞｵの使用については、21時前から継続使用の場合に限り使用すること

ができます。 

 
 
 

 
 

尚、21時以降は原則として1階管理室脇の入口以外の入口を施錠し、全てのｴｽｶﾚｰﾀｰを

休止します。但し、以下のとおり様々なｹｰｽに対応して動線を確保しますので、事前に窓

口にご相談ください。 

ﾌﾛｱ 貸出施設 例 動線 

1・2 

・ 3

階 

ｼｱﾀｰ1・2、

楽屋、ｼｬﾜｰ

室、映写室 

入場者が多い公演

や会議等の終了が

深夜になった場合 

21時以降でも1階正面入口を開錠します。ｼｱﾀ

ｰ2等を使用の場合は、上りｴｽｶﾚｰﾀｰを使用して

退館していただきます（下表動線 A）。 

練習・会議等で深夜

に使用する場合（21

時以降） 

21時以降は1階管理室脇の入口以外の入口が

施錠され、ｴｽｶﾚｰﾀｰも休止します。出入りの際

は1階管理室脇の入口から、階段・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ及

びﾄｲﾚ脇の通路を経由して貸出施設を使用し

てください（下表動線 B）。※各ﾌﾛｱの上記以

外の部分は機械警備により入室できません。

3階 
音のｽﾀｼﾞｵ、

調整室 

5階 

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ、共

同ｷｯﾁﾝ、共

同ｽﾀｼﾞｵ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例）ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ A を21時から翌日の１時まで使用したい場合、20時から1時までの5時間の

使用申請が必要です（使用料は2,500円）。 

例）ｼｱﾀｰ2を21時から24時まで使用したい場合、夜間深夜の申請が必要です（使用料は

6,300円） 

３．深夜区分の使用について 

 正面入口 

シアター１ 

入口 

管理室 

上り 

下り 

ｼｱﾀｰ 1･2 から 動線 A

動線 B 

ｼｱﾀｰ 1･2、楽屋、ｼｬﾜｰ室、 

音のｽﾀｼﾞｵ、ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽから 

入口 

入口 

（1 階平面図）
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入場料等（入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回につ

いて入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最

高額とする。）を徴収して施設を使用する場合（『営業及び宣伝の為の使用』を除く。）の

使用料の額は、下表に掲げる入場料等の徴収額の区分に応じて定める額とします。 

入場料等 使用料 

1～1,000円 規定使用料の110% 

1,001円～3,000円 規定使用料の120% 

3,001円～5,000円 規定使用料の150% 

5,001円～ 規定使用料の200% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料の額は、下表に掲げる

貸出施設に応じて定める額とします。 

貸出施設 使用料 

はっちひろば 規定使用料の300% 

その他 規定使用料の200% 

 
 
 
 
 
 

施設内で開催する予定の催物の会場設営等の準備、撤収等のみを行うために使用する

場合の使用料の額は、下表に掲げる額とします。尚、日単位の使用に適用しますので、

午前に準備し、午後に催物を行う場合には下記の規定を適用しません。 

例）ｼｱﾀｰ2を準備及び撤収を含めて13時から24時まで使用し、入場料3,500円のﾗｲﾌﾞ

を開催する場合、規定使用料11,200円の150%である16,800円を使用料として納付し

て頂きます。 

例）ｼｱﾀｰ1を1日使用し、A社が会費500円を徴収して新商品の販売のためのﾚｾﾌﾟｼｮﾝを

開催した場合、『入場料等を徴収する使用』とはならず、『営業及び宣伝のための使

用』として規定使用料11,400円の200%である22,800円を使用料として納付して頂き

ます。 

例）はっちひろばを13時から21時まで使用し、B 社が新車の展示会をする場合、『営

業及び宣伝のための使用』として規定使用料9,500円の300%である28,500円を使用

料として納付して頂きます。 

４．入場料等を徴収する使用 

５．営業及び宣伝の為の使用 

６．準備及び撤収の為の使用 
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使用料 

規定使用料（『入場料等を徴収する使用』及び『営業及び宣伝の為の使用』の規定に

該当する場合は、各規定により算出した額）の50% 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用時間を超過し、又は繰上て使用する場合の使用料の額は、当該超過又は繰上時間

１時間（１時間未満は、１時間とする。）につき、下表に掲げる額とします。 

使用料 

規定使用料（『入場料等を徴収する使用』・『営業及び宣伝の為の使用』・『準備及び撤

収の為の使用』の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額）の１時

間当たりの額の120% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例）4日間ｷﾞｬﾗﾘｰ1を使用するが、準備に2日半、催物に1日半使用する場合、準備を

行う2日分の規定使用料8,300円の50%である4,150円と、催物を行う2日分の規定使

用料8,300円の計12,450円を使用料として納付して頂きます。 

例）はっちひろばを3日使用し、C社が新製品の販売を兼ねた展示会を開催するため、

最初の1日を準備に使用することになった。この場合、『営業及び宣伝のための使

用』として規定使用料12,000円の300%である36,000円を2日目・3日目の使用料と

し、初日分の使用料については準備のためとして、この算出した額に50%を乗じた

18,000円とし、合計90,000円を使用料として納付して頂きます。 

例）ｷﾞｬﾗﾘｰ3を9時から17時まで使用する予定で展覧会を開催したものの、後片付け

が長引き17時30分に終了した場合、規定使用料2,500円の1時間当たりの額357円

（2,500円/7時間）の120%である420円を使用料として当日使用後に納付して頂き

ます。 

例）和のｽﾀｼﾞｵ全てを1日使用して2,500円の茶券を販売したお茶会を開催するもの

の、開会時間を1時間繰上げて朝8時から準備することになった場合、『営業及び宣

伝のための使用』として規定使用料3,600円の120%である4,320円を使用料として

納付していただきますが、繰上げ分として、1時間当たりの額360円（4,320円/12

時間）の120%である430円を使用料として当日使用後に納付して頂きます。 

７．使用時間の超過及び繰上げ 
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使用の申請期間は下表のとおりとします。 

申請期間 

使用日の10ヶ月前の1日から使用日の3日前 

 

 

連続して使用できる期間は下表のとおりとします。尚、連続使用期間内に休館日が入

り、当該休館日に貸出施設を占用し、また準備等で使用する場合には当該休館日の使用

料金も納付して頂きます。 

貸出施設 連続使用期間 

ｼｱﾀｰ1･2、楽屋1･2、ｼｬﾜｰ室、映写室、音のｽﾀｼﾞｵ、調整室、ﾚｼﾞ

ﾃﾞﾝｽ A～E、共同ｷｯﾁﾝ、共同ｽﾀｼﾞｵ A～C、ｷﾞｬﾗﾘｰ1～3 
2日～７日 

はっちひろば、番町ｽｸｴｱ、和のｽﾀｼﾞｵ、八庵、食のｽﾀｼﾞｵ、その

他共用ｽﾍﾟｰｽ 
2日～3日 

 
 

使用申請書の内容に変更が生じた場合には『施設使用変更申請書』の提出が必要です

ので、使用許可書及びはっちｶｰﾄﾞをご持参のうえ、窓口までお越しください。尚、使用

日時及び使用施設の変更は認められません。 

 

 

 下記の項目に該当する場合、『施設使用料減免申請書』の提出により使用料を減免する

ことができますので、窓口でご相談ください。尚、当該申請については、各学校等の使

用者登録が必要です。 

項目 減免額 

学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する小学校、中学

校又は特別支援学校のうち、市内に所在するものが主催し、児童、

生徒又は学生のために無料で行う行事に使用するとき。 

使用料の全額

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所

又は学校教育法第１条に規定する幼稚園、高等学校、大学若しくは

高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校のうち、市内

に所在するものが主催し、乳児若しくは幼児、生徒又は学生のため

に無料で行う行事に使用するとき。 

使用料の５割

に相当する額

  ※特別支援学校とは、視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者，病弱者 

８．申請期間 

９．連続使用期間

10．使用の変更 

11．使用料の減免
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（身体虚弱者を含む）に対して，幼稚園，小学校，中学校，高等学校に準ずる教育を 

施すとともに，障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必 

要な知識技能を授けることを目的とする学校である。 

 

 

使用を中止する場合には『施設使用中止届』の提出が必要ですので、使用許可書をご

持参のうえ、窓口までお越しください。 

還付される金額は、規定使用料に下記の使用日から起算して『施設使用中止届』を受

理した日までの各還付率を乗じた額になります。『施設使用料等還付申請書』の提出によ

り還付を受けることができますので、窓口にご相談ください。 

貸出施設 

使用許可

の日～使

用日の 60

日前まで

使用日の

59 日前～

30 日前ま

で 

使用日の

29 日前～

20 日前ま

で 

使用日の

19 日前～

10 日前 

まで 

使用日の 9

日前～使

用日まで

ｼｱﾀｰ 1･2、楽屋 1.2、

ｼｬﾜｰ室、映写室 
 30%   

音のｽﾀｼﾞｵ、調整室、

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ A～Ｅ、共同

ｷｯﾁﾝ、共同ｽﾀｼﾞｵ A～

C、ｷﾞｬﾗﾘｰ 1～3、は

っちひろば、番町ｽｸ

ｴｱ、和のｽﾀｼﾞｵ一の間

～四の間、八庵、食

のｽﾀｼﾞｵ 

50% 30% 0% 

 

 

 

 

   

 

 

※尚、災害その他不可抗力により貸出施設を使用できなくなった場合、又は公益上や 

むを得ない理由が生じて中止する場合には、規定使用料の全額を還付いたします。 

 

 

これらの表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます 

例）ｼｱﾀｰ1と楽屋1及びｼｬﾜｰ室を9時から24時まで使用し、演劇を開催する予定で使用

許可されたものの、予定が変更し開催日1ヶ月半前に開催中止になった場合、規定

使用料13,600円の30%である4,080円を還付します。 

12．使用の中止と還付 

13．端数の取扱 

（注意）料金のお支払い後に、使用の中止あるいは使用日、使用時間、使用施設が

変更になった場合には、お支払済の料金は全額還付になりませんので、使用申込

に際しては十分にご注意ください。 
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 次頁以降で下記ﾌﾛｰの❶～❾の詳細についてご説明いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仮予約する

使用日からの時期 流れ 

11 ヶ月前の月の 20 日 

❷使用者登録（窓口）※初回使用のみ 

仮予約しない

仮予約が重複する 
仮予約が 

重複しない

11 ヶ月前の月の末日の前日 ❸仮予約終了 

随時可 

随時可 

❸仮予約開始 

❹抽選 11 ヶ月前の月の末日 

10 ヶ月前の月の 1 日から 

10ヶ月前の月の 1日から 7日以内 

❾当日（窓口）※使用後、付帯設備等使用料の納付 

❻審査 

使用許可書の交付（窓口） 

❼施設使用料の納付（窓口・金融機関） 

※納入通知日から 14 日以内 

舞台・音響・照明 

設備等を使用する 
舞台・音響 

・照明設備等 

を使用しない 

❽事前打ち合せ 

1 ヶ月前から 14 日前まで 

使用日 

❶空き状況の確認（窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ・携帯ｻｲﾄ）・電話）

電話・FAX の仮予約

許可

使用許可申請書提出期限（窓口） 

❺使用許可申請書の提出（窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ）） 

･･･仮予約の流れ  ※ｶｯｺ内は受付方法 １．使用手続の流れ 

※以降、先着順により受付 

2 ヶ月前の月の 10 日まで 

❽詳細な事前打ち合せ※要使用計画書 

（窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ）・電話・FAX） 

Ⅲ 使用の手続などについて 
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❶空き状況の確認 

 随時受付いたします。空き状況の確認には使用者登録は不要です。 

受付 窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ・携帯ｻｲﾄ）・電話 

受付 

時間 

窓口・電話 平日（12 月 29 日～1月 3日を除く）の 9:00～17:00 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・携帯ｻｲﾄ 24 時間 

 ※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ http://hacchi.jp  携帯ｻｲﾄ http://hacchi.jp/k） 

 

❷使用者登録 

 はっちの貸出施設を初めて使用する場合、使用者の登録が必要です。使用者登録には『個

人』と『団体』の２つの区分があり、1人又は１団体当たり１つの登録とします。お住まい

の地域や年齢を問わず、どなたでも登録をする 

ことができます。 

登録を希望される場合、下記の内容で随時 

受付しますので使用者登録申込書に必要事項 

を記載し、必要書類を添付の上、提出してく 

ださい。ID を記した『はっちｶｰﾄﾞ』を発行し 

ます。 

受付 窓口 

受付時間 平日（12 月 29 日～1月 3日を除く）の 9:00～17:00 

必要書類 

個人
運転免許証・健康保険証・学生証・住民基本台帳ｶｰﾄﾞ・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ・外

国人登録証・その他住所氏名が確認できるもの 

団体

上記個人の本人確認書類の他、団体の確認のため、団体名簿、団体

運営に係る規約、会社案内、パンフレットなど団体に関する資料、

名刺等 

※個人及び団体のそれぞれで使用が想定される場合は、両方登録することも可能です。 

尚、使用者登録は、使用者の使用状況・予約状況などを把握するためにお願いしており

ます。ご登録頂いた個人情報等は他の目的には一切使用いたしません。 

 

❸仮予約 

 仮予約の申請から使用料の納付までの期間を仮予約期間とし、下表のとおり受付します。

連続使用の場合、月をまたいでの仮予約も可能です。 

受付 窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・電話・FAX 

受付 

時間 

窓口・電話 

・FAX 

使用日の 11 ヶ月前の月の 20 日から同月末日前日の期間の内、平

日（12 月 29 日～1月 3日を除く）の 8:15～17:15 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 使用日の 11 ヶ月前の 20 日の 0時から同月末日前日の 24 時まで 
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申請

方法 

窓口 
『施設使用許可申請書』を提出して頂きますので、はっちｶｰﾄﾞを

お持ちのうえ、窓口にお越しください。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
ID 及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力して施設予約ｼｽﾃﾑにﾛｸﾞｲﾝしてください。尚、

ﾛｸﾞｲﾝには施設予約ｼｽﾃﾑ利用規約への同意が必要です。 

電話 

ID 及び住所・氏名等で本人確認いたします。他に、下記の確認事

項についてお聞きしますので、ご確認のうえお電話ください。 

（連絡先：0178-43-9491） 

必須事項 催物等を開催する場合 

使用日時・使

用目的・使用

施設 

催物名称、入場予定者数、入場方法（有料・

無料等）、入場料金等（入場料金が異なる

場合最高額）、特別設備（大型の搬入物等）、

開演時間 
 

FAX 
ID 及び住所・氏名と、電話申請の確認事項（上記）を記載して FAX

送信してください。（FAX 番号：0178-41-2302） 

 

 

 

 

 

 

❹抽選 

抽選は使用月の 11ヶ月前の月の末日に仮予約された使用者の中から機械的に行われます。

結果については、❷使用者登録でﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録された方には抽選日に電子ﾒｰﾙでお知らせ

します。その他の方については、抽選日の午後以降に電話で確認をお願いいたします。尚、

使用許可申請書の提出期限は使用月の 10 ヶ月前の月の 1日から 7日以内となっております

ので、早目の確認をお願いいたします。                   （連絡先：0178-43-9491） 

 

❺使用許可申請書の提出 

 使用月の 10 ヶ月前の月の 1日から使用許可申請を受付します。 

申請方法 手続 受付 

窓口・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる仮予

約で使用が決定した場合 

不要。仮予約を使用許可申請書として取扱い

ます。 

 

電話・FAX による仮予約で

使用が決定した場合 

使用月の 10 ヶ月前の月の 1 日から 7 日以内

に、窓口で使用許可申請書の提出が必要で

す。 

窓口 

（注意）仮予約に先行し、はっちの自主事業や市の主催事業等の予約をします。こ

のため、ご利用希望日時に貸出施設を使用できない場合もございますのでご了承

ください。尚、これらの事業の日程等の変更により、新たに予約枠を設ける場合

もございますので、空き状況の確認をお願いいたします。
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仮予約しないで使用許可

申請する場合 

使用月の 10 ヶ月前の月の 1 日から、窓口・

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（PC ｻｲﾄ）にて先着順で受付いたし

ます。 

窓口 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（PC ｻｲﾄ）

 

❻審査 

 使用目的、これまでの使用実績等により審査しますが、審査期間を要する場合がありま

す。許可の場合、窓口にて使用許可書の交付を受けて頂きます。使用許可書を交付する旨

通知し、10 日を経過しても許可書の交付を受けない場合は、催促のうえ、申請がなかった

ものとして使用許可申請書を返却します。尚、使用許可書の交付以前に催物を宣伝・広告

することはお控ください。 

 

❼使用料の納付 

 使用許可書の交付後に施設使用料の納入通知書を発行しますので、以下の窓口及び指定

金融機関で納入通知後 14 日以内に納付願います。指定金融機関及び収納代理金融機関以外

から振り込みする場合の振込手数料は、使用者側でご負担ください。尚、納入期限日まで

に納付されない場合は、使用許可を取り消す場合があります。 

 納付場所 

指定金融機関 青森銀行八戸市内各支店及び出張所（八戸ﾆｭｰﾀｳﾝ出張所を除く） 

収納代理 

金融機関 

青い森信用金庫 

八戸農業協同組合の本店及び八戸市内各支店 

みちのく銀行・岩手銀行の八戸営業部並びに八戸市内各支店及び出張所 

東北銀行・北日本銀行・秋田銀行・青森県信用組合・商工組合中央金庫・東

北労働金庫・青森県信用漁業協同組合連合会の八戸市内各支店 

窓口 南郷区役所市民生活課、八戸市各支所 

 

❽事前打ち合せ 

舞台・音響・照明設備等を使用し音楽や演劇などを行う場合、事前打ち合せが必要です

ので、舞台進行責任者及び会場責任者を決め、窓口にお越しください。尚、打ち合せや下

見の日時は、予め電話でご相談ください。 

時期 打ち合せ内容 提出物 

使用日の2ヶ

月前の月の

10 日前まで 

公演形態と補助員（舞台・音響・照明設備の準備及び操作等

の補助要員）の有無について。 

使用計画

書（任意

様式） 

使用日の1ヶ

月前から 14

① 公演計画 

公演内容、出演者数、公演時間、休憩時間、ｱﾅｳﾝｽ内容等 

図面・ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ・台
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日前まで ② 入館・搬出入・仕込・ﾘﾊｰｻﾙ・ﾊﾞﾗｼ・退館時間 

※搬出入の際の車の駐車については、予定時刻・車両の

種類・台数等 

③ 舞台・音響・照明・持込機材 

使用する付帯設備の確認、特別な装置、撮影、録音、録

画の有無及びその内容 

④ 入場者誘導計画 

入退場の誘導、途中入場の方法、緊急時の誘導体制 

⑤ 装飾・案内・楽屋等 

装飾、案内、展示物等の有無及びその内容、楽屋の管理

方法 

⑥ ｻｲﾝ会・物販等の有無 

本・進行

表等の詳

細な使用

計 画 書

（任意様

式） 

尚、使用者は舞台等の設営・撤収等を含め、準備、受付、後片付け等に要する時間を十

分に考慮し、無理のないｽｹｼﾞｭｰﾙを立ててください。舞台技術員については、使用内容によ

り補助員が必要となる場合、その人件費は使用者に負担していただく場合があります。 

また、以下のとおり必要に応じて定められた関係機関に届出を行い、承諾を受けた書類

等を事前打ち合せの際に提出してください。 

項目 例 関係機関 

防火 

管理 

火気（煙・蝋燭・ｽﾓｰｸﾏｼｰﾝ）など危険

物を使用する場合 
八戸消防署 ℡ 0178-24-4411 

警備 

防犯 

警備、防犯、車の混雑が予想される場

合 
八戸警察署 ℡ 0178-43-4141 

著作権 
著作権に関する問題が懸念される場

合等 

㈳日本音楽著作権協会仙台支部  

℡ 022-264-2266 

調理 食品の製造販売を行う場合 八戸保健所 ℡ 0178-27-5111 

 

❾使用日 

使用前、使用後に以下の内容の手続を行ってください。 

手順 内容 

使用前 

使用許

可書の

提出 

1 階ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝで使用許可書及びはっちｶｰﾄﾞを提出してください。

使用許可書の提出が無い場合、ご使用できませんのでご注意くだ

さい。使用許可書を確認後、ご使用施設を開錠します。 

荷物等

の搬出

入 

会場設営及び撤去に係る荷物等の搬出入の場合、番町ｽｸｴｱの駐車

場をご利用できます。事前に係員にご相談ください。当日は車を

番町側から入れ、ﾛｰﾀﾘｰで停車後に係員の指示に従い搬入してくだ
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さい。使用後は速やかに荷物等を搬出し退去願います。搬出入の

ために番町ｽｸｴｱに駐車出来る台数は、１回の使用につき原則 2 台

までとします。 

使用後 

施設の使用が終わった時は係員の確認を受けてください。施設、

付帯設備等は使用終了後直ちに元の状態に戻してください。万一、

施設や付帯設備を損傷、紛失等した場合は弁償していただきます。

使用後は、整理整頓、簡単な清掃をしてください。また使用に際

して発生したゴミは、必ずお持ち帰りください。付帯設備の使用

料、超過及び繰り上げ使用料の精算については当日精算となりま

す。あらかじめ現金をご用意ください。 

 

 

 

 

 

番町ｽｸｴｱ（はっちの北側に隣接する多目的広場）に 15 台分の駐車場がございますが、以

下の使用目的に限りますので、来館者には公共交通機関か、近隣の駐車場等のご利用をお

勧めください。尚、駐車場内での盗難・破損等について、施設では一切責任を負いません。 

 

 

お茶会で和のｽﾀｼﾞｵを使用する場合、床の間及び炉は『二の間』に設置してありますので

ご注意ください。 

 

 

 ｼｱﾀｰ及びｷﾞｬﾗﾘｰを展示会のため使用し、壁に留め金具等の細工をほどこす際には事前に

窓口にご相談ください。 

 

 

木工作業機器など、施設内で制作活動等をｻﾎﾟｰﾄする機材がある作業ｽﾍﾟｰｽが 5 階にあり

ます。機材は有料でお貸ししますので、ご使用の際に窓口にご相談ください。 

 

１．荷捌きの搬入、搬出等のため使用する場合（事前に係員にご相談ください） 

２．観光バス等が乗客の乗降のため一時的に使用する場合 

３．身体障害者等が乗車する車両のうち、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている

者が使用する場合 

Ⅴ その他施設等の使用について 

１．駐車場の利用について 

４．工作ｽﾀｼﾞｵ 

２．和のｽﾀｼﾞｵの茶会使用について

３．ｼｱﾀｰ等の展示会使用について
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ｺﾋﾟｰ機や大型印刷機等、施設内での事務作業等をｻﾎﾟｰﾄする機器があるﾜｰｸｽﾍﾟｰｽが 5 階に

あります。機器は有料でお貸ししますので、ご使用の際に窓口にご相談ください。 

 

 

ﾋﾟｱﾉをご使用の方は、事前に調律の打ち合せをお願いいたします。調律に掛かる費用は

主催者（使用者）の負担となります。施設使用時間は、ﾋﾟｱﾉ調律に必要な時間を含め、余

裕を持って計画してください。 

 

 

お茶道具の使用の際は事務室にお申し出ください（無料）。使用後は洗ってお返しくださ

い。お茶の葉や布巾等は使用者側でご準備ください。 

 

 

 

 

使用者におかれましては、以下の事項に十分注意し、ご使用下さい。 

１．使用権を第三者に譲渡、または転貸しないでください。 

２．許可された使用時間は、「準備」から「撤収」までの時間を含みますので時間を厳守

してください。 

３．許可を受けた使用目的以外の使用はできません。 

４．館内の壁や柱等に張り紙をするときは許可を受けてください。 

５．あらかじめ指定した場所以外での飲食及び喫煙はしないでください。 

６．使用の許可を受けた施設及び付帯設備以外のものを使用しないでください。 

７．許可を受けた者以外は、物品の販売、金品の寄付又は募集等の行為をしないでくだ

さい。 

８．大音量により、他の使用団体や近隣に迷惑を与えないでください。 

９．風紀を乱し、または乱す恐れのある方を入場させないでください。 

10．他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を館内に持ち込

まないでください。但し、介助犬・盲導犬及び聴導犬などの補助犬は除きます。 

11．屋外で騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人及び周辺住民に対し迷惑行為をし

ないでください。 

12．所定の場所以外に立ち入らないでください。 

13．施設又は付帯設備を破損したり、汚損したりすることがないよう十分注意してくだ

さい。 

１．ご使用上の注意 

５．ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 

６．ﾋﾟｱﾉの使用について 

７．お茶道具の使用について 

Ⅳ 使用上の注意などについて 
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貸出施設の管理は使用者の責任において行ってください。館内での盗難等の責任は一切

負えません。 

 

 

 管理運営上の都合で、係員が貸出施設に立ち入る場合があります。 

 

 

 搬入及び設営、入場者の整理、案内、受付、警備、撤去、搬出等に必要な人員は使用者

が手配してください。 

 

 

使用者は、その使用により貸出施設又は付帯設備等を毀損・汚損・滅失した時は、その

損害を賠償しなければなりません。 

 

 

次の場合は貸出施設を使用できませんのでご了承ください。 

・公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。 

・施設又は付帯設備を破損したり、汚損したりする恐れがあると認められるとき。 

・管理上支障があると認められるとき。 

 

 

ご使用日以前や責任者の入館前・退館後に荷物・楽器等のお預かりは致しませんのでご

了承ください。 

 

 

催物等に関して広報及び宣伝を要する場合は、以下の事項にご注意ください。 

14．使用後は必ず設備等を原状に戻し、貸出した付帯設備等は係員立会のうえで引き渡

してください。 

15．その他、係員の指示には従ってください。 

７．荷物預かりについて 

２．貸出施設の管理 

３．職員の立ち入り 

４．整理員の設置について 

６．使用許可の取消・制限 

５．賠償責任について 

８．広告・宣伝について 
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ﾘﾀｰﾝ式ｺｲﾝﾛｯｶｰを以下のとおり設置しますのでご利用ください。 

１．広告、宣伝の行為は、使用許可を受け、舞台技術員との事前打ち合せを済ませてか

ら行ってください。 

２．催物を広く皆様にお知らせするため、はっちのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び広報誌に情報提供でき

ますので、掲載をご希望の方はお申し出ください。 

３．ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、新聞、雑誌、放送などによる広報及びﾁｹｯﾄ販売を行う場合は、必ず事

前にﾁｹｯﾄ発売日、販売場所、金額等についてお知らせください。 

４．ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ等の広告物とﾁｹｯﾄには、問い合わせ先として主催者（使用者）とその連

絡先を明記してください。 

５．来館者に公共交通機関の利用をお勧めする一文を、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾁｹｯﾄに記載してく

ださい。 

６．はっち館内での看板・ﾎﾟｽﾀｰ等の掲示については、事前打合せの際にご相談ください。

許可無く施設内外の壁、柱、ｶﾞﾗｽ等に張り紙をしたり、釘類を打たないでください。 

７．案内ﾁﾗｼの配布、協賛企業等のｸﾞｯｽﾞ・資料配布などがある場合は必ずお申し出くだ

さい。冠公演におけるはっち館内での企業宣伝についてもお申し出ください。 

８．使用日当日は館内各ﾌﾛｱの案内 

 板で催物のご案内をします。 

右は案内板のｲﾒｰｼﾞ図です。 

A4 用紙半分程度のｽﾍﾟｰｽで催物 

等の名称、開催時間を表示します。 

表示内容等についてご要望があ 

りましたら、使用日前日までにご 

相談ください。 

設置場所 １階上りｴｽｶﾚｰﾀｰ脇 

仕様 2 種類のｺｲﾝﾛｯｶｰを設置します。 

項目 ｻｲｽﾞ（高さ×幅×奥行き） 台数 

大型ｻｲｽﾞ 185 ㎝×42 ㎝×48 ㎝ 12 台 

標準ｻｲｽﾞ 60 ㎝×42 ㎝×48 ㎝ 42 台 
 

使用料金 無料ですが、ﾘﾀｰﾝ式のため 100 円硬貨が必要です。 

９．ｺｲﾝﾛｯｶｰの利用ついて 

 

1 つの貸

出施設が

使用でき

る範囲 ｷﾞｬﾗﾘｰ 1 
●● ▲▲展覧会 

9:00～18:00 

ｼｱﾀｰ 1 
××講演会 

13:00～15:00 

はっちひろば 
■■即売会 

18:00～20:00 
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利用時間 開館日の 9～21 時で当日限りとします。21 時以降は当該区域に入れませ

んので深夜区分の使用の際にはご注意ください。 

利用時間を経

過した場合の

措置 

① ｺｲﾝﾛｯｶｰを利用時間経過後も引き続き利用されている場合には、施設

においてｺｲﾝﾛｯｶｰを開き、収容品はその内容を確認のうえ、ｺｲﾝﾛｯｶｰ

の強制開錠の日を含め 7 日間を限度に、施設の所定の場所で保管し

ます。 

② 収容品が次項の収容できないものに該当する場合又はその疑いがあ

る場合には、施設においてその状況に応じ廃棄、保管、その他必要

な措置をとることがあります。 

③ 保管期間中に収容品をお引き取りになる場合には、施設の窓口にお

申し出ください。本人であることの証明ができるものを確認させて

いただいたうえで、収容品をお引き取りいただきます。 

ｺｲﾝﾛｯｶｰ収容

できないもの 

① 現金及び有価証券 

② 貴重品(重要な物品、書類、資料等を含む。) 

③ 揮発性若しくは毒性のあるもの、又は爆発物等の危険物 

④ 銃砲刀剣類等犯罪に使用されるおそれのあるもの、又は法令等によ

り所持、携帯が禁止されているもの 

⑤ 盗品、その他犯罪によって得られたもの 

⑥ 臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質若しくは破損しやすいも

の 

⑦ ｺｲﾝﾛｯｶｰを汚損、毀損するおそれのあるもの 

⑧ その他保管に適さないと認められるもの 

収容品のお引

取りがない場

合の措置 

施設の保管している期間内に収容品のお引き取りがない場合には、施設

において収容品を処分します。 

鍵の保管及び

紛失 

① ｺｲﾝﾛｯｶｰの鍵は、施錠後、利用者が責任をもって大切に保管してくだ

さい。 

② 鍵を紛失された場合には、直ちに窓口にお問い合わせください。な

お、収容品をお引き取りになる場合には、本人であることの証明が

できるものを確認させていただいたうえで、収容品をお引き取りい

ただきます。この場合には、施錠装置の交換代金をいただきます。 

施設において

ｺｲﾝﾛｯｶｰを開

錠する場合 

以下の場合にはｺｲﾝﾛｯｶｰを開錠し、その状況に応じて収容品の開披、廃棄、

保管、その他必要な措置をとることがあります 

① 収容品が収容できないものに該当する場合又はその疑いがある場

合。 
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② 施設において爆発物、毒物等の危険物又は犯罪に使用されるおそれ

のあるものが収容されている疑いがあるときなど、当施設利用者等

の身体、財産に被害が及ぶおそれのある場合。 

利用者の賠償

責任 

ｺｲﾝﾛｯｶｰを破損した場合又は他のｺｲﾝﾛｯｶｰの収容品に損害を与えた場合な

ど、利用者が施設又は第三者に与えた損害は、利用者に賠償していただ

きます。 

免責事項 ｺｲﾝﾛｯｶｰの収容品に滅失又は毀損等の損害が生じた場合であっても、次の

各号に該当するときには、施設はその賠償の責任を負わないものとしま

す。 

① 収容できないものが収容されていたとき。 

② 鍵の紛失又は盗用により利用者が損害を受けたとき。 

③ 利用者の誤施錠等、ｺｲﾝﾛｯｶｰの誤使用によるとき。 

④ 司法権の発動により、関係官公署から収容品を押収又は証拠品とし

て提出を求められたとき。 

⑤ 天災等その他不可抗力によるとき。 

⑥ その他施設の責めに帰さない事由によるとき。 

(連絡先)  

八戸ﾎﾟｰﾀﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ開設準備室 

住所：八戸市内丸 1-1-1 八戸市庁別館 6階 

℡：0178-43-9491  FAX:0178-41-2302 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://hacchi.jp 

（平成 22 年 9 月 29 日版） 


